
令和　７年１０月３１日

日本振興（株）東京支店

東京都千代田区東神田１－７－８

Ｒ７東京国道用地調査点検等技術業務

一般国道１４号両国拡幅事業（東京都墨田区両国一丁目地先から同都同区緑四
丁目地先まで）外１箇所

補償関係コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　４月　１日

履 行 期 間 (至) 令和　８年　３月３１日

３０，４０４，０００円（税込み）

　　　　　　　±　０円（税込み）

３０，４０４，０００円（税込み）

１．消費税等調査
　当初見込んでいなかったが、相手方要望により、急遽、早期契約締結に向けて
補償額算定のための消費税調査の必要が生じたため。

２．再算定業務
　当初見込んでいなかったが、相手方要望により、急遽、早期契約締結に向けて
補償額算定を行うため本業務にて対応する必要が生じたため。

３．調査書等の点検・調製確認（建物・工作物等）
　当初見込んでいた建物及び工作物等の点検・調製確認作業の数量が増加したため。

４．用地関係資料の作成等
　当初見込んでいた資料及び図面の作成枚数の数量が増減したため。

５．記録簿等の作成
　当初見込んでいた記録簿作成の回数が減少したため。また、当初見込んでいな
かったが、補償額算定等の作業に伴い、官公署、関係機関等との協議を行ったこ
とから、協議簿を作成する必要が生じたため。

６．物価修正
　当初見込んでいなかったが、相手方要望により、急遽、早期契約締結に向けて
補償額算定を行うため本業務にて対応する必要が生じたため。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

　東京国道事務所管内における道路の整備事業等に必要な土地の取得及びこれ
に伴う損失の補償等について、用地調査等業務に関する工程の管理等の業務支
援を行う。

１．消費税等調査
２．再算定業務
３．調査書等の点検・調製確認（建物・工作物等）
４．用地関係資料の作成等
５．記録簿等の作成
６．物価修正

業 種 区 分

業 務 場 所

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称


